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記載について

１． 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

　　この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、４月１日現在において給

　与の支払を受けなくなった者がある場合に４月15日までに関係市町村長に提出してください。

２． 特別徴収に係る給与所得者異動届出書

　　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収額のある者が給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった

　日の属する月の翌月の10日までに関係市町村長に提出してください。ただし、４月２日から５月31日までの間に給与の支払を受

　けなくなった者の市町村民税をその年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町村長に対する届出書は、その市町村

　長から特別徴収税額の通知のあった日の属する月の翌月10日までに提出してください。


